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◎川島地区からの報告です。

当自治会内の消火器について見直しをしてみました。1件は、とば

地区に於いて、消火器の配置が近接した場所に配置されている事が判明したため、同地区内で

消火器が設置されていない地区に移設申請を致しました。また、おき地区にあっては、住宅戸

数の増加に伴い消火器の設置がされていない地区があったため、新た増設申請を致しました。

市担当部署からは、移設については1月下旬から2月上旬に移設する、増設については今年度の

予算的な問題から次年度に対応するとそれぞれ返事を頂きました。今後も自治会内の防災につ

いて見直しを考えていきます。 川島地区担当理事 中溝 一男
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◎町内会規約 細則改定の件

地域のトピックス

◎町内会長選挙のお知らせ
町内会たより１月号、および１月回覧にて

お知らせいたしました、町内会長選挙の件、立候補予定者への説明会を、お知らせ通

り１月２２日（土）午前１０時～１２時野津田公民館にて実施いたしましたが、来場

者はありませんでした。したがって、立候補者なしとして、町内会規約、細則に則り、

理事会において理事による推挙、互選により会長を選出する事となります。決定次第、

改めてお知らせいたします。

◎町内会費集金ご報告

2021年度下期町内会費の集金にあたり、会員各位のご協力のもと、無事終了したことを

ご報告申し上げます。誠に有り難うございました。集計結果は以下の通りです。

世帯数：1,536 金額：￥1,996,800

改定前

６．その他、選挙を行うために必要な事項は

「野津田町内会長選出選挙実施要項」において

定める。

改定後

８．その他、選挙を行うために必要な事項は「野

津田町内会長選出選挙実施要項」において定める。

６．７．を挿入

６．立候補者が１名の場合、選挙管理委員会は、

その立候補者を無投票にて会長に認定する。

７．立候補者がなかった場合は、選挙管理委員会

は解散し、選挙を行わず、同年度内の理事会にて

推挙された者を会長とする。

この改定は、令和4年1月8日の

理事会にて承認されました。

その他：選挙立候補届の
立候補者住所欄に地区、班を
立候補者氏名欄に理事就任時期の
記入欄を各々追加しました。



  

皆さんで、町内会仲間（会員）を増やしましょう。
現在の町内会入会率は、約５０％です。地域内の交流促進、環境整備、災

害時の組織的行動など、行政側（市）は、町内会を窓口としています。

ご近所への、お声がけを宜しくお願いいたします。

☆「町内会たより」のメール配信を実施しております。ご希望の方は、町内会のメールアドレス
[ n.kouminkan.778@silver.plala.or.jp ]  まで、各位のメールアドレスをお知らせくだされば、
配信いたします。

地区防災のお知らせ

野津田町内会 災害時の主な避難先施設は ②

施設名 所在地 電話番号 種別 災 害 毎 の 適 正

大雨 洪水 土砂 地震

災害

①町田ＧＩＯＮスタジアム 野津田町２０３５ ７３５－４５１１ ◎ 〇 〇 〇 〇

（町田市立陸上競技場）

②鶴川第一小学校 野津田町１２９０ ７３５－１２３４ ◎ 〇 〇 〇 〇

③鶴川中学校 小野路町１９０５－１ ７３５－２４０５ ● △ △ △ 〇

施設名 所在地 電話番号 種別 災 害 毎 の 適 正

大雨 洪水 土砂 地震

災害

♦表の見方

種別

「◎」避難施設 地震や風水害による自宅倒壊等、住居を失った被災者の仮宿泊施設となる場所

「●」予備避難施設 避難施設が使用できない場合や災害の状況によって予備的に開設する場所 災害毎の適

正欄

「〇」該当災害時の避難施設として使用できる

「△」該当災害時の避難施設として使用できるか確認が必要

【町田ＧＩＯＮスタジアムへの自動車避難ルート】⦿自動車を使って避難する場合は「野津田公園北」の信

号機がある十字路から進入

【避難施設の開設と運営の概要】

⦿災害が起こったら3か所の避難施設を使えるように新型コロナ対策と合わせて準備を進めてい ます。

⦿避難施設の開設は町田市指定職員、施設管理者、野津田町内会、他町内会が協力して行う事になっています。

⦿避難する前に「町田市防災行政放送や町田市ホームページ」などで正確な避難情報を確認し、みんなで声かけ

あって安全に避難してください。

⦿避難施設が開設したら、避難者にも避難施設の運営などのお手伝いをお願いすることになりま す。避難者は

みなストレスが限界状態に。そのため、運営などは非常に厳しいものになります。

⦿新型コロナの影響で避難施設の収容人数が通常の半分以下に、満員の場合には別の避難施設へ 移動をお願い

することがあります。在宅避難ができる人は在宅でお願いします。

⦿避難の際、貴重品や身の回り品のほか、マスク・消毒液・体温計・ペパータオル・スリッパなどもご持参くだ

さい。 ※寒い時期の避難生活は命の危険があり防寒対策が重要です

ご近助同士、声かけあって避難を！

2月15日から町田市洪水・土砂災害ハザードマップが

町田市から全戸配布されます（保存）


